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駅前交番

今年の４月 １日から自転車で

◎ 交通事故につながる危険な運転をした場合

◎ 警察官の指導・警告に従わず違反行為を継続した場合

といった、悪質・危険な行為は、交通違反として検挙され、

反則金（青切符）の対象となります。

自転車も車両の仲間として、交通ルールを守りましょう。

青切符


